
○
総
務
省
令
第
七
十
七
号

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
及
び
第
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
対
象
火
気
設

備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
八
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加

え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

（
対
象
火
気
設
備
等
の
種
類
）

第
三
条

令
第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま

第
三
条

［
同
上
］

で
に
掲
げ
る
設
備
か
ら
配
管
設
備
等
を
除
い
た
も
の
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
と
す

る
。

［
一
～
十
九

略
］

［
一
～
十
九

同
上
］

二
十

急
速
充
電
設
備
（
電
気
を
設
備
内
部
で
変
圧
し
て
、
電
気
自
動
車
等
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車

二
十

急
速
充
電
設
備
（
電
気
を
設
備
内
部
で
変
圧
し
て
、
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
等
（
道
路
交
通
法

等
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
同

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
又
は
同
項
第
十
号
に
規
定

項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
第
十
六
条
第
九
号
チ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以

す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
充
電
す
る
設
備
（
全
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も

下
同
じ
。
）
に
充
電
す
る
設
備
（
全
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
及
び
全
出
力
二
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を

の
及
び
全
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

超
え
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
）

（
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
）

第
五
条

令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
五
条

令
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

距
離
の
う
ち
、
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
消

距
離
の
う
ち
、
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
）
又
は
消
防
署
長
が
認
め

防
署
長
が
認
め
る
距
離
以
上
の
距
離
と
す
る
。

る
距
離
以
上
の
距
離
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
そ
の
他
の
基
準
）

（
そ
の
他
の
基
準
）

第
十
六
条

令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
火
気

第
十
六
条

［
同
上
］

設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に
関
し
火
災
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
条
例
は
、
次
の
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備
及
び
急
速
充

四

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
及
び
蓄
電
池
設
備
の
う
ち
、

電
設
備
（
全
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
屋

屋
外
に
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に

外
に
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
建
築
物
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲

掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
及
び
蓄
電
池
設
備
の
う
ち

ロ

燃
料
電
池
発
電
設
備
、
変
電
設
備
、
内
燃
機
関
を
原
動
力
と
す
る
発
電
設
備
及
び
蓄
電
池
設
備
の
う
ち

、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
火
災
予
防
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
構
造
を
有
す
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
の
も

、
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
）
又
は
消
防
署
長
が
火
災
予
防
上
支

の
等
、
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

障
が
な
い
と
認
め
る
構
造
を
有
す
る
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
の
も
の
等
、
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の

ハ

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
認
め
る
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら

［
新
設
］

れ
て
い
る
も
の

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

九

急
速
充
電
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九

［
同
上
］

イ

充
電
を
開
始
す
る
前
に
、
急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
と
の
間
で
自
動
的
に
絶
縁
状
況
の
確
認
を

イ

充
電
を
開
始
す
る
前
に
、
急
速
充
電
設
備
と
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
等
と
の
間
で
自
動
的
に

行
い
、
絶
縁
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
充
電
を
開
始
し
な
い
こ
と
。

絶
縁
状
況
の
確
認
を
行
い
、
絶
縁
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
充
電
を
開
始
し
な
い
こ
と
。



ロ

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
が
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
充
電
を
開
始
し
な
い
こ

ロ

急
速
充
電
設
備
と
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
等
が
確
実
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
充

と
。

電
を
開
始
し
な
い
こ
と
。

ハ

急
速
充
電
設
備
と
電
気
自
動
車
等
の
接
続
部
に
電
圧
が
印
加
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
接
続
部
が

ハ

急
速
充
電
設
備
と
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
等
の
接
続
部
に
電
圧
が
印
加
さ
れ
て
い
る
場
合
に

外
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

は
、
当
該
接
続
部
が
外
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

［
ニ
～
チ

略
］

［
ニ
～
チ

同
上
］

リ

コ
ネ
ク
タ
ー
（
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
電
気
自
動
車
等
に
接
続
す
る
た
め
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
リ

［
新
設
］

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
操
作
に
伴
う
不
時
の
落
下
を
防
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
コ
ネ
ク
タ
ー

に
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヌ

充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
冷
却
す
る
た
め
液
体
を
用
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
液
体
が
漏
れ
た
場
合
に

［
新
設
］

、
漏
れ
た
液
体
が
内
部
基
板
等
の
機
器
に
影
響
を
与
え
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
充
電
用
ケ
ー
ブ

ル
を
冷
却
す
る
た
め
に
用
い
る
液
体
の
流
量
及
び
温
度
の
異
常
を
自
動
的
に
検
知
す
る
構
造
と
し
、
当
該

液
体
の
流
量
又
は
温
度
の
異
常
を
検
知
し
た
場
合
に
は
、
急
速
充
電
設
備
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
こ
と

。
ル

複
数
の
充
電
用
ケ
ー
ブ
ル
を
有
し
、
複
数
の
電
気
自
動
車
等
に
同
時
に
充
電
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

［
新
設
］

に
あ
っ
て
は
、
出
力
の
切
替
え
に
係
る
開
閉
器
の
異
常
を
自
動
的
に
検
知
す
る
構
造
と
し
、
当
該
開
閉
器

の
異
常
を
検
知
し
た
場
合
に
は
、
急
速
充
電
設
備
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

十

急
速
充
電
設
備
の
う
ち
蓄
電
池
を
内
蔵
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
規
定
の
ほ
か
、
当

十

［
同
上
］

該
蓄
電
池
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

異
常
な
高
温
と
な
ら
な
い
こ
と
。

ロ

異
常
な
高
温
と
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
異
常
な
高
温
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
急
速
充
電
設
備
を
自
動

的
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

ハ

温
度
の
異
常
を
自
動
的
に
検
知
す
る
構
造
と
し
、
異
常
な
高
温
又
は
低
温
を
検
知
し
た
場
合
に
は
、
急

［
新
設
］

速
充
電
設
備
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

ニ

制
御
機
能
の
異
常
を
自
動
的
に
検
知
す
る
構
造
と
し
、
制
御
機
能
の
異
常
を
検
知
し
た
場
合
に
は
、
急

［
新
設
］

速
充
電
設
備
を
自
動
的
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
。

(

火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
を
保
つ
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

(

火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
を
保
つ
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
九
条

令
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

第
十
九
条

令
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

不
燃
材
料
で
有
効
に
仕
上
げ
を
し
た
建
築
物
等
の
部
分
の
構
造
が
耐
火
構
造
で
あ
っ
て
、
間
柱
、
下
地
そ
の
他

不
燃
材
料
で
有
効
に
仕
上
げ
を
し
た
建
築
物
等
の
部
分
の
構
造
が
耐
火
構
造
で
あ
っ
て
、
間
柱
、
下
地
そ
の
他

主
要
な
部
分
を
準
不
燃
材
料
で
造
っ
た
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
建
築
物
等
の
部
分
の
構
造
が
耐
火
構
造
以

主
要
な
部
分
を
準
不
燃
材
料
で
造
っ
た
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
建
築
物
の
部
分
の
構
造
が
耐
火
構
造
以
外

外
の
構
造
で
あ
っ
て
、
間
柱
、
下
地
そ
の
他
主
要
な
部
分
を
不
燃
材
料
で
造
っ
た
も
の
（
有
効
に
遮
熱
で
き
る

の
構
造
で
あ
っ
て
、
間
柱
、
下
地
そ
の
他
主
要
な
部
分
を
不
燃
材
料
で
造
っ
た
も
の
（
有
効
に
遮
熱
で
き
る
も

も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
）

（
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
）

第
二
十
条

令
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
は
、
次
の
各
号
に

第
二
十
条

令
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
火
災
予
防
上
安
全
な
距
離
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
距
離
の
う
ち
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
認
め
る
距
離
以
上
の
距
離
と
す
る
。

掲
げ
る
距
離
の
う
ち
、
消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
）
又
は
消
防
署
長

が
認
め
る
距
離
以
上
の
距
離
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。





附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
、
又
は
設
置
の
工
事
が
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
対
象
火

気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
省
令
第
三
条
第
二
十
号
に
規
定
す
る
急
速
充
電
設
備
に
係
る
位
置
、
構
造
及
び
管
理
に
関
す
る
基
準
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




